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新任空士に対する教育について（通達）（登録外報告）

標記について、別紙のとおり実施されたい。
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別紙

新任空士に対する教育実施基準

１ 目的

自衛官候補生課程を修了した者に対し、所要の教育（以下「新任空士講習」

という。）を実施し、円滑な部隊等勤務の資とする。

２ 教育の目標

(1) 空士としての自覚と心構えを養う。

(2) 部隊等勤務に必要な基礎的知識及び技能を修得させる。

３ 新任空士講習実施担当者

航空教育集団司令官

４ 設置場所

航空教育隊

５ 期間

約２週

６ 受講者

自衛官候補生課程修了者（第１期及び第２期を除く。）

７ 主要教育事項

精神教育、服務、体育、教練等（細部は、新任空士講習実施担当者の定める

ところによる。）

８ 報告

新任空士講習実施担当者は、航空自衛隊の基本教育に関する達（昭和４１年

航空自衛隊達第１８号）別表第６に定める教育成果報告（１０－Ｔ８－ＡＲ

（Ｄ））に準じて、航空幕僚長（教育課長気付）に提出するものとする（登録

外報告）。


